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平成 27年 3 月 27日 

各 位 

不動産投資信託証券発行者名  

 東 京 都 港 区 虎 ノ 門 四 丁 目 3 番 1 号 

 ユ ナ イ テ ッ ド ・ ア ー バ ン 投 資 法 人 

代 表 者 名  

 執  行  役  員 村  上  仁  志 

（コード番号：8960） 

資産運用会社名  

 ジ ャ パ ン ・ リ ー ト ・ ア ド バ イ ザ ー ズ 株 式 会 社 

代 表 者 名  

 代 表 取 締 役 社 長 吉  田  郁  夫 

問い合わせ先  

 ﾁｰﾌ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｵﾌｨｻｰ  夏  目  憲  一 

  TEL. 03-5402-3680 

 

（訂正）資産の取得に関するお知らせ（Luz 湘南辻堂） 

 

ユナイテッド・アーバン投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が、平成 27 年 3月 25日付で公表し

ました「資産の取得に関するお知らせ（Luz湘南辻堂）」に一部訂正すべき事項がありましたので、下記のと

おり訂正いたします。 

記 

1．訂正箇所及び訂正内容（訂正箇所は下線にて表示しています。） 

 

４．フォワード・コミットメント等に関する事項 

（２）フォワード・コミットメント等を履行できない場合の本投資法人の財務への影響等 

 

＜訂正前＞ 

（前略） 

当該信託受益権譲渡契約において、各当事者は、相手方当事者に本信託受益権譲渡契約上の重大な

義務の違反がある場合、本信託受益権譲渡契約を解除することができ、相手方当事者に対して、売買

代金の 2 割に相当する金額を違約金として請求できるものとされています。また、本信託受益権譲渡

契約を解除した当事者が当該違約金額を上回る損害等を被った場合には、当該違約金額を上回る部分

についても別途賠償請求できるとされています。 

（後略） 

 

＜訂正後＞ 

（前略） 

当該信託受益権譲渡契約において、各当事者は、相手方当事者に本信託受益権譲渡契約上の重大な

義務の違反がある場合、本信託受益権譲渡契約を解除することができ、相手方当事者に対して、売買

代金の 2 割に相当する金額を違約金として請求できるものとされています。 

（後略） 

 

 

以  上 
 

 

＊ 本投資法人のホームページアドレス： http://www.united-reit.co.jp 

http://www.united-reit.co.jp/

